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①自動車税（種別割）の納税について 【総務部】

②県庁内福祉の店「かっぽ」２５周年フェスタの開催について 【福祉部】

③ 「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」の改正について 【農林部】
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庁議資料 令和４年５月１７日 ①

自動車税（種別割）の納税について

５月３１日（火）までに、納税をお願いします。

キャッシュレス
・クレジットカード
・インターネットバンキング

現金
・ATM、金融機関
・コンビニなど

◆ 4月1日現在、自動車を所有する方が納める税金です。（課税台数 約 ）

◆ 県の歳入の約10％を占める重要な税金です。（課税額 約 ）

自動車税（種別割）

さらに納めやすくなりました！

スマホ決済アプリをご利用ください。

いつでも どこでも 簡単に

その他の納税方法

８５３億円
２３４万台



庁議資料 令和４年５月１７日 ②

自動車税 納めてプラス！キャンペーン

自動車税コールセンター 0570-012-229 （平日 8：30～17：15）

（金融機関）
株式会社埼玉りそな銀行、株式会社武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫
（自動車関連）
埼玉トヨペット 株式会社、株式会社イエローハット、株式会社イハシエネルギー、関東菱油株式会社、車検のコバック、
株式会社スズキ自販埼玉、株式会社オートバックスセブン、株式会社スズキ自販西埼玉、こくみん共済 coop ＜全労済＞、
ダンロップタイヤ関東株式会社、株式会社いるま野サービス、ホンダドリーム川越
（生活関連）
株式会社AOKI、シェリエグループ、ふかや物産観光株式会社、SRC狭山乗馬センター、埼玉県物産観光館そぴあ、道の駅いちごの里よしみ

オイル交換
10％OFF

自動車税のご相談・お問い合わせは

実施期間：５月６日～８月３１日

実施内容：自動車税を5月31日までに納税した領収証書等を
協賛店で提示すると、お得なサービスが受けられます。

協賛企業：
抽選で
抗菌グッズ
プレゼント

商品
5％OFF



庁議資料 令和４年５月１７日 ③

障害者の方のための減免申請

申請期限

減 免 額

申 請 先

令和４年５月３１日(火) 

１年分の自動車税（上限45,000円）

自動車税事務所・同支所及び各県税事務所

郵送・電子申請ができるようになりました。

対 象

※期限後の申請は減免額が月割りになります。

※窓口でも申請できます。

※詳しくは県ホームページをご確認ください。

今年度
から

障害者本人または同一生計の家族等が
障害者の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車

来所不要



県庁内福祉の店「かっぽ」 ２５周年フェスタの開催

庁議（令和４年５月１７日） 福祉部

・「かっぽ」は、障害者の働く場を創造し社会参加の促進を図るため、平成９年に障
害者団体が第二庁舎１階に設置した売店（福祉の店）。
・かっぽフェスタは、障害者への理解促進と福祉の店の一層の利用を図るため、平
成１４年から開催。
（新型コロナウイルスの関係で、３年ぶりの開催。）
・障害者施設等で手作りしたパンやお菓子、手芸品などを販売。

【日時】
令和４年５月１８日（水）・１９日（木）
各日とも１１：００～１３：００
【会場】
県庁みどりの広場（本庁舎北側）

日時・会場

かっぽフェスタの様子
（令和元年度）





「県木造・木質化指針」の改正について

埼玉県 庁議資料 農林部

「脱炭素社会の実現に資する等のための
公共建築物等における木材の利用の促
進に関する法律」の改正（R3.10施行）
【主な改正点】木造・木質化の対象を拡大

「埼玉県内の建築物等における木造化・木
質化等に関する指針」の改正（R4.4.1施行）
【主な改正点】

〇木造・木質化の対象を、地上２階建て
かつ3,000m²以下県有施設から、原則
として県内の建築物等へ拡大
〇新たに県と民間事業者との県産木材の
安定調達に関する協定制度を導入

（１）彩の国木づかい促進連絡協議会（12部局
37課）を早期に開催し庁内関係課へ周知
→木造・木質化・木製品購入を依頼
→木造建築技術アドバイザーの活用

（２）県内全市町村へ市町村方針の改正を要請
（３）民間事業者への働きかけ
〇協定締結によりアドバイザー派遣制度が活
用できることを周知（県指針改正のメリット）
〇県産木材を活用
した店舗・事務所
の新築・改築への
助成制度の周知

県
産
木
材
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し
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１ 国の動き

２ 県の対応

３ 今後の対応


